
原子力発電所の再稼働及び新増設は国民的議論を尽くした上で 

決定することを求める意見書 

 

１２月８日、経済産業省の原子力小委員会は、原子力発電所の建て替えや運転期間延

長を進めることなどを盛り込んだ行動指針案を大筋了承した。 

 ２０１１年３月１１日の東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の甚大

な事故への反省を経て、政府はこれまで「可能な限り原発依存度を低減する」として、

原発の新増設や建て替えは想定していないと表明していたが、行動指針案では、次世

代革新炉の開発・建設を進め、既存の原発の最大限の活用、再稼働への総力の結集を

掲げた。そして現行の原発運転期間の制限規定を原則４０年・最大６０年から、６０

年以上の運転が可能となる内容に変更することが示されている。 

 日本は世界有数の地震大国である。ひとたび原発が重大事故を起こせば、国民の生

命を脅かし国土の破壊につながることは過去の経験から明白である。このような原発

の将来の指針をめぐる原子力政策を、国民を交えた議論や国会での審議を経ることな

く安易に決定することは、民主主義のあり方からみても最善の判断とは言い難いもの

である。 

 脱炭素社会の加速化や、ロシアのウクライナ侵攻に伴うエネルギーの供給不安が叫

ばれる中、わが国において電力の安定的確保は最重要課題であるが、目の前の危機回

避を理由に長期的で重要な原子力政策の行動指針を拙速に方向転換することは、将来

に大きな禍根を残すことにつながりかねない。 

 原子力発電所の再稼働及び新増設については、開かれた場において十分な国民的議

論を尽くした上で決定することを強く求める。 

 
 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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